
 

                                                               令和５年３月 

  令和４年度 PRTR 届出を提出された事業者各位 

 

経済産業省製造産業局化学物質管理課 

環境省大臣官房環境保健部環境安全課 

 

令和５年度ＰＲＴＲ届出の受付開始のお知らせと電子届出利用のお願い 

 

 平素より「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

（化管法）に基づく化学物質の自主管理にお取り組みいただき、誠にありがとうございます。 

 標記の件につきまして、下記のとおり御連絡いたしますので、御協力のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

記 

 

１． 令和５年度ＰＲＴＲ届出の受付開始のお知らせ 

本年も４月１日より、化管法第５条第２項に基づく令和４年度の排出量等ＰＲＴＲ届出の受

付が開始されます。また、本年度の届出期間は６月３０日※までとなります。 

 貴社及び PRTR 対象物質を取り扱う貴社の事業所が PRTR 届出要件に該当している場

合、当該届出を行うことが法律上義務付けられております。 

当該要件に該当する場合は、上記受付期間内に当該届出を行っていただくようお願いい

たします。 

 

※事業者の利便性の確保や書面届出から電子届出への移行を推進すること等を目的として、令和４年度から

令和６年度までの間に行われる届出に限り、電子届出の届出期限を、６月３０日から７月３１日まで１か月

間延長しました。これまで電子届出を利用していない事業者の方は、この機会に利用を開始してください。 

 

２． 電子届出利用のお願い 

電子届出は、届出の期間内であればすぐに届出をすることが可能であり、入力補助機能

や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することができます。そのため、書面届出よ

り、簡単かつ確実です。さらに、令和４年度の届出から、届出システムの利用に際し、クライ

アント証明書のインストールが不要になりました。電子届出を御利用いただいていない事業

者の方におかれましては、是非お試しいただきますようお願い申し上げます。 

電子届出の御利用にあたっては事前登録が必要です。事前登録に際しては、「電子情報

処理組織使用届出書」を、事業所の所在（届出者の所在地ではありません）する都道府県等

のＰＲＴＲ担当窓口へ御提出ください。手続きには、２週間程度要しますので、お早めの御提

出をお願いいたします。（PRTR 届出システム） 

 

３． ＰＲＴＲ届出作成支援システムのお知らせ 

ＰＲＴＲ届出作成支援システムは、ホームページにアクセスして、二次元コード付き届出書

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html


 

を容易に作成することができるものです。また、電子届出と同様に入力補助機能や入力ミス

チェック機能を装備しています。電子届出が困難な場合は、本システムを御利用いただきま

すようお願いいたします。 

 

４． 都道府県等の PRTR 担当窓口一覧の掲載場所 

各自治体の PRTR 担当窓口一覧は、経済産業省と環境省のホームページに掲載されてお

りますので、お問い合わせください。 

 

【経済産業省 URL】 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/5.html 

 

【環境省 URL】 

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit.html#madoguchi 

 

５． 【PRTR 制度担当部署（お問い合わせ先）】 

○経済産業省製造産業局化学物質管理課 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

E-mail：prtr-meyasubako@meti.go.jp 

※２０２３年４月より、bzl-prtr-meyasubako@meti.go.jp に変更となります。 

 

○環境省大臣官房環境保健部環境安全課 

〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

E-mail：ehs@env.go.jp 

ＴＥＬ：０３－３５８１－３３５１ （内線６３５８） 

 

○独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター 

〒１５１－００６６ 東京都渋谷区西原２－４９－１０ 

E-mail：info_prtr@nite.go.jp （電子届出/ＰＲＴＲ届出作成支援システムについて） 

ＴＥＬ：０３―５４６５－１６８３（電子届出/ＰＲＴＲ届出作成支援システムについて） 

E-mail：support_prtr@nite.go.jp （ＰＲＴＲ制度全般） 

ＴＥＬ：０３－５７３８－５４８２（PRTR 制度全般） 
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